
白糠町移住促進に係る『ちょっと暮らし』住宅入居者募集要項 

～白糠町へ移住・定住してみませんか～ 

１ 要旨 

本町では、移住・定住を希望される方々への支援として、住まいの確保をしまして移住･定

住準備のための住戸の提供を行います。 

２ 募集内容 

  （１）募集住宅：日の出団地３Ｆ－３８棟（住所：白糠町東１条北７丁目３番地） 

  （２）募集戸数：４戸（９号、１０号、１１号、１２号）すべて３階で３ＤＫです。 

          （エレベーターは、設置していません。） 

  （３）使用期間：１週間以上で１ケ月を超えない期間 

          （使用期間の入退居につきましては、土・日・祝日を除いた平日とします。） 

  （４）使 用 料：次の表に掲げる使用料の一部（５０％）を申込金として、指定期日までに

納付書により前納してください。また、申込金を除く使用料については、

使用開始当日に現金で納付してください。 

       

 

 

 

 

 

※申込金とは使用料の一部（５０％）のことで前納する使用料です。 

※使用期間の定義は、１週間は７日間とし、１ケ月は３１日間といたします。 

    ※使用期間がそれぞれの週未満の日数の場合でも、その週に相当する使用料といたしま

す。 

    ※使用期間が１ケ月を超える場合、１ケ月分に超えた日数に相当する週の使用料を加算

いたします。 

    ※申込み完了後のキャンセルについては、キャンセル料を徴収します。 

（使用料の５０％とする）ただし、既納の申込金をキャンセル料に充てることができ

ます。 

※使用料に含まれるものは、下記のとおりです。 

○ 期間中のガス代、電気料金、上下水道料金、備え付け家財道具などの使用料 

NHK受信料、暖房機器の燃料代、駐車場使用料（１台分）、インターネット回線

使用料。 

    ※使用料とは別に共用管理費１，０００円（使用期間にかかわらず）が必要になります。 

（５）設置されている家電など備品について：テレビ、照明器具、冷蔵庫、洗濯機、暖房機

器、食器類など（備品リストを参照願います。） 

（６）その他：①住宅に寝具はありませんので各自でご用意ください。 

        なお、リース（貸し布団）をご案内いたしますので問い合せください。 

②洗面具（石鹸・シャンプー等）及び衛生用品（歯ブラシ・タオル・ティッ

シュペーパー・トイレットペーパー等）の日常消耗品は各自でご用意願い

ます。 

使用期間 １週間 ２週間 ３週間 １ケ月 

使用料(単位：円) 6,900 13,800 20,700 27,500 

うち申込金 

（使用料の 50％） 
（3,450） （6,900） （10,350） （13,750） 



          ③飲食費、交通費は各自でご負担ください。 

３ 応募資格等 

   ○ 町外から本町へ移住や定住をご希望される成人の方で、同居する親族がある世帯と 

します。定員は、原則２人以上とします。 

   ○ 暴力団員（申込者だけでなく、同居者も含みます。）には入居資格はありません。 

   ○ 申請は１世帯１戸とし、使用許可決定後、速やかに入居できる世帯とします。 

４ 応募方法 

○ 白糠町ちょっと暮らし住宅使用許可申請書を白糠町ホームページよりダウンロード 

または、当町へご請求いただき必要事項を記入して、使用開始日の１４日前までに 

郵送にて提出してください。 

（１）提出書類：①白糠町ちょっと暮らし住宅使用許可申請書 

              ②本人確認のできるもの（運転免許証など顔写真付きのものの写し） 

（２）送付先・お問い合わせ先 

〒０８８－０３９２ 白糠郡白糠町西１条南１丁目１番地１ 

白糠町役場経済部建設課住宅管理係（ＴＥＬ 01547－2－2171 内線 284） 

        受付時間 ８：３０～１７：００（土・日・祝日を除く） 

５ 選考方法 

（１）申請書を審査し、先着順により使用者を決定します。また、同じ住宅の使用期間に複

数のお申込みがあった場合は、日程調整させていただき決定いたします。なお、入居

の可否については、後日郵便により通知します。 

（２）使用許可決定通知書と併せて申込金の納付書を送付いたします。なお、指定期日まで

に申込金が前納されない場合は、使用者に告知し使用許可を取り消すことがあります。 

６ 入居・退居の手続き 

  （１）入居について、使用開始当日に使用許可決定通知書と申込金の領収書を持って白糠町 

役場経済部建設課住宅管理係へお越しください。諸手続き等が完了した後に、住宅の 

鍵をお渡しいたします。 

  （２）退去について、退去時に現状確認をさせていただき、住宅の鍵を返却いただきます。

なお、原状回復に係る修繕費用が発生した場合は、原則として使用者の負担とします。 

  （３）入退居日につきましては、土・日・祝日を除いた平日とします。 

     ○受付時間  １０：００～１５：００ 

７ アンケート協力等 

   入居が決定した方は、利用状況や本町での活動状況等に関するアンケートに協力をしてい

ただきます。また、アンケートの回答内容につきましては、ＨＰ等で公開させていただき

ます。 

８ その他 

  （１）使用者のルール 

     ①使用者は、火気の取扱いに注意し、水道の凍結を防止するとともに、備え付けの備

品、食器類等を適切に取り扱ってください。 

     ②ごみは決められたルールに従い排出してください。 

     ③使用者は、住宅の使用期間が満了するときに清掃等を行い、住宅を現状に復し、直

ちに鍵を返却してください。 

 （２）使用の制限・禁止事項 



     ①ペットの飼育は屋内、屋外問わず禁止します。 

     ②近所の住民に迷惑を及ぼす行為は禁止します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


